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この調査の目的と概要： 
1) 産婦人科医の勤務条件が過酷であることは、既に周知の事実となっています。平成 20

年度診療報酬改定では、ハイリスク分娩管理加算の大幅改定などを通じて、勤務医の勤

務環境の改善を行うこととしており、それ以外にも多くの施策が実施されつつあります。

今後、それらの施策の有効性を評価し検証するためには、勤務医の勤務実態を客観的に

示す指標を必要となると考えられます。しかし、現状ではどのような指標が適切か、明

確になっていません。このため、診療科間や施設間の比較、なんらかの施策を実施した

ことによる効果等を客観的に検証することが難しい状態にあります。 
2) 一般には、このような指標としては労働時間がもっとも重要と考えられます。しかし、

医師の場合、管理的な業務、研究、研修に当てられた時間や待機時間等、患者さんの診

療時間だけが労働時間ではないと考えられること等のために、労働時間の定義や評価に

関して多くの議論があり、コンセンサスが得られていません。このため、労働時間その

ものを調査しても、データが同一の基準で収集されていることを確認するのが難しく、

結果の信頼性について疑問の余地が生じる可能性があります。そこで今回の調査では、

客観的に記録し、評価可能と考えられる「在院時間」および「オンコール時間」の実態

を、各医師について 1 ヶ月間調査することにしました。 
3) 具体的な調査項目は、各病院の規定された勤務開始・終了時刻、医師の年齢、性別、産

婦人科医として経験年数、自発的に提供された開示可能な個人情報、1 ヶ月間の病院へ

の出勤時刻と退勤時刻（複数施設で勤務している場合は、非常勤施設での出退勤時刻）、

あらかじめ決められているオンコールの開始・終了時刻としました。調査票に記入し、

結果を e-mail、FAX または郵送で回収する方法をとりました。日本産科婦人科学会卒

後研修指導施設 750 施設の産婦人科責任者に郵送で依頼状を送るとともに、個人参加者

を学会ホームページ上で募集しました。 
4) このような調査を全国的に実施することは、学会にとって初めての試みです。今回の調

査は、今後の勤務条件の適正化を評価する上での基本情報を収集するための方法論を確

立することが第一の目的です。そして実際に収集された情報自体が今後の検討の基本情

報となることを期待して実施いたしました。 
5) 調査結果の公表に際しては、個別施設、個人が特定できないように厳重に配慮すること

を前提として、データの提供を求めました。このため個別施設・個人に関するお問い合

わせには一切、対応できませんので、ご了承をお願いいたします。 



 
 
調査の進行状況： 
1) 調査に協力を申し出てくださった施設・会員は多数に上り、調査結果が続々と送付され

てきています。 
2) データ入力・一次解析を順次進めていますが、2008 年 9 月 8 日の時点で、2008 年 8 月

18 日受領分までの、一般病院勤務医 163 名、大学病院勤務医 31 名のデータの入力が終

了しています。9 月 28 日までにさらに常勤医 262 名分のデータを受領しています。順

次入力、解析を進めてまいります。データの入力と確認、施設への必要事項の問い合わ

せ等はこれまでのところ、すべて海野が行っております。今後は、適宜、研究協力者の

応援を得ることとしています。 
3) 今回の第 1 回中間集計では、一般病院の常勤医のデータをまとめました。大学病院勤務

医については、一般病院と勤務形態が大きく異なり、外勤先での勤務時間を含めないと

実態をつかみきれないこと、調査票に関する情報提供が不十分であったため、個人デー

タの再確認中であることから、今回の集計からは除きました。 
 
中間集計結果：一般病院勤務医 163 名のデータを集計したところ、以下のようになりまし

た。 
 「在院時間」：出退勤時刻

から在院時間を計算し、

積算しました。それには、

勤務時間、更衣等の準備

時間、休憩時間、宿直時

間、時間外の診療時間等

がすべて含まれます。 
 「オンコール時間」：勤務

時間外に必要が生じた際

に対応する時間帯を各職

場であらかじめ定めてい

る場合に、記載を求めま

した。病院産婦人科は基

本的に24時間体制で運営

されています。当直体制

をとっていない施設では、

入院患者さんの急変、分

娩の進行、救急の外来患
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平均 42.1 295 144 178 117 4.1 1.3
標準偏差 10.8 58 114 16 53 2.7 1.1

N 163 163 105 163 163 127 127
最大値 65 415 536 210 233 12 5

平均 27.7 328 123 179 149 5.5 1.3
標準偏差 0.9 60 92 17 50 1.8 0.9

N 23 23 9 23 23 20 20
最大値 29 415 275 198 229 10 3

平均 32.2 304 155 178 126 4.8 1.6
標準偏差 1.3 55 155 18 54 2.4 1.1

N 32 32 18 32 32 24 24
最大値 34 386 536 209 204 9 4

平均 36.8 289 132 174 115 4.5 1.1
標準偏差 1.3 60 68 16 51 2.1 0.8

N 22 22 15 22 22 17 17
最大値 39 406 243 193 217 8 2

平均 42.4 308 110 177 130 4.4 1.3
標準偏差 1.6 60 56 19 57 3.7 1.3

N 17 17 14 17 17 15 15
最大値 44 402 209 205 233 12 4

平均 46.9 291 148 179 112 3.8 1.2
標準偏差 1.3 57 123 15 53 2.6 0.9

N 22 22 18 22 22 18 18
最大値 49 389 508 201 200 9 3

平均 51.5 275 195 180 98 4.1 1.8
標準偏差 1.4 48 154 11 45 2.8 1.6

N 17 17 9 17 17 10 10
最大値 54 370 466 193 186 8 5

平均 56.8 282 139 183 99 2.7 1.2
標準偏差 1.1 40 85 13 44 2.2 1.2

N 21 21 17 21 21 15 15
最大値 59 373 283 210 183 7 4
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者さんへの対応等の必要が生じた場合に備えて、必要時に呼び出されるオンコール体

制をとっているのが普通です。また、当直体制をとっている病院でも、緊急手術等は

一人ではできないので、応援の医師を呼び出す必要が生じます。その場合、あらかじ

めオンコール体制をとる場合と、とらない場合（そういう場合は誰でも呼び出される

可能性がある）があります。今回の集計では、当直体制の有無に関わらず、オンコー

ル体制をとっている病院の医師のデータだけをまとめました。このため医師数は全体

の 60%程度となっています。それ以外の医師でも当直でない晩に、受け持ち患者さん

の急変や緊急事態で呼び出されることはもちろんありますが、それはあらかじめ業務

として定められたものではないので、この集計には含まれていません。また、今回の

中間集計では、オンコールの時に呼び出されたのか、そうでないときの時間外在院な

のかは区別していません。勤務産婦人科医数が少ない病院では、当直体制をとると、

当然医師当たりの当直回数が多くなり、在院時間はどんどん長くなります。オンコー

ル体制だと、在院時間は短くなりますが、帰宅した後もいつでも呼び出しに対応しな

ければならないということになりますから、その間は精神的緊張を持続することにな

ります。普通の病院の勤務時間は昼休みの休憩時間を含めて月間 180-200 時間程度で

す。勤務時間外が月間 500 時間以上あります。それを何人の医師で分担するかによっ

てオンコール時間には大きな幅が生じます。たとえば一人医長であれば 500時間以上、

つまり常時呼び出しに対応するということになります。今回の集計ではオンコール時

間月間 500 時間以上の医師が 4 名、200 時間以上の医師が 22 名でした。オンコール時

間帯でどのぐらい呼び出されているか等の解析は今回の中間解析では行っていません。 
 「勤務時間」：今回の調査では勤務時間に昼休み等の休憩時間を含めています。 
 「時間外在院時間」：在院時間と勤務時間の差として求めました。 
 「当直回数」：これまでの集計では、夜間交代勤務制をとっている病院は 1 カ所のみで

した。当直回数は、あらかじめ定められて夜間に当直した場合のみをカウントしまし

た。重症患者さんの管理等のために臨時で泊まり込んだ場合は含んでいません。 
 「休日日直回数」：あらかじめ定められて休日の日勤帯の在院した場合をカウントしま

した。患者さんの状態をチェックする等のために休日に出勤する医師は多いのですが、

それは在院時間には含めていますが、日直には含めていません。 
 

 今回の中間集計では、病院産婦人科医の在院時間が非常に長いことが示され、いわゆ

る「過酷な勤務」の実態の一端が数値として示されたと思います。また、その在院時

間の長さは、医師の年齢によって差が少ないことがわかりました。20 歳代から 40 歳

代後半まで、月間在院時間には有意の差が認められなかったのです。 
 今後、さらにデータを集積するとともに、勤務実態の施設間差を解析し、産婦人科勤

務医の勤務条件改善のための基礎的な検討を行っていく予定です。 


